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耐容一日摂取量 最低影響量

1. 犬の動物実験から最低影響量が 13 mg/kg（体重）/day と決定されると、2. 不確実性係数 1000（種差 10×個人差 10×最低影響量の使用 10）で割って、
耐容一日摂取量は 0.013 mg/kg/day となります。3. 体重 50 kg の人が一日に 2L の水を飲み、水道水からの摂取寄与率が 20%（他は大気経由など）とすると、
耐容一日摂取量を超えないような水中濃度は、0.013 (mg/kg/day)×50 (kg)×0.2/2 (L/day) = 0.065 mg/L と換算され、ここから水道水の水質基準値は 0.06 

mg/L となりました。

図２　クロロホルムの水道水質基準の例

値を設定するなどして、曝露量を管理するわけです

（例えば図２）。

「安全」のレベルは時代や国、文化によって違う

　リスクと似た概念である「安全」についての定義

を説明します。ISO/IEC Guide51:2014（規格に安

全に関する面を導入するためのガイドライン）にお

い て は、安 全 と は“freedom from risk which is 

not tolerable”すなわち「許容できないリスクがな

いこと」と定義されています。安全とはゼロリスク

を示すものではなく、そのリスクが許容できるか否

かが重要であることがわかります。よって、安全を

評価するためには、（１）リスクの大きさを評価する、

（２）そのリスクが受け入れられるかを決める、と

いう二つのステップが必要になるのです。許容でき

るリスクレベルのことを「安全目標」と呼びます。

これが分野によって大きく違うことがポイントで

す。つまり、分野によって許容可能なリスクレベル

は異なり、単純に「リスクレベルが○○以下は安全」

と決められるものではないのです。例えば交通事故

においては、政府が平成 28 年 3 月に決定した第

10 次交通安全基本計画において、道路交通事故の

発生から 24 時間以内に亡くなる方の数を 2500 人

以下とするという安全目標を定めています。他にも、

河川堤防は 200 年に一度の洪水に耐えうるように

設計され、発がん物質では生涯 10 万人に 1 人の死

亡リスクが管理目標とされ、放射線の曝露は年間 1 

mSv 以下とすることが目標とされます。また、か

つての第 5 次交通安全基本計画（1991 ～ 1995 年）

では目標値は死者数 1 万人以下であり、時代に合

わせて安全目標自体も変化するものであることが

わかります。さらに、餅などの窒息のリスクが高

い食文化や、毎回死者を出すような危険なお祭り

が未だに続いていたりしますが、これは文化がリ

スクを許容しているものと考えられます。このよ

うに、安全は時代や国、文化によっても違うため、

科学的に（客観的に）評価できるものではありま

せん。よく聞かれる、安全は科学的なもの・安心

は心理的なもの、という誤った安全・安心二分論

にまどわされないようにしましょう。

その他の分野におけるリスクの考え方

　最後に他の分野におけるリスクの考え方につい

ても触れておきたいと思います。自然災害におい

てリスクは、ハザード × 曝露 × 脆弱性で表現さ

れます。ハザードは地震などの大きさと発生確率、

曝露は人や建物などの被害を受ける対象の多さ（人

が住んでいなければどれだけ大きな地震でもリス

クはない）、脆弱性は地震に対する対策がどの程度

できているかというハード・ソフト面での対応力

を示します。気候変動のリスクもほぼ自然災害と

同様に表現されます。サイバー犯罪などのセキュ

リティでは、リスク = 脅威（攻撃発生確率）× 脆

弱性（攻撃への対応力）× 帰結（攻撃成功時の被

害の大きさ）で表現され、金融ではリスクは単に

バラツキの大きさ（ボラティリティとも呼ばれる）

で表現されます。「リスク」という時に、どの分野

の話をしているのかを最初に共有しないと話がか

み合わないのも、このような分野特異性が大きい

ためなのです。

特集『リスクの基本的な考え方』

①

ディルドリンやヘプタクロル類は、過去に広く
使われていた殺虫剤で、1970 年代以降使われな
くなりましたが、土壌中で分解されにくいため、
現在でも農耕地土壌に残留しています。
ウリ科作物は、これらの POPs 物質を特異的に
吸収する性質があります。 図 1　キュウリおよび土壌中のディルドリン濃度＊の関係

　　　 　　　＊50％メタノール・水 (v/v) で抽出
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POPs とは

　POPs と は 残 留 性 有 機 汚 染 物 質 (Persistent 

Organic Pollutants) の略称で、残留性、生物濃縮性、

長距離移動性、毒性の、全ての特性を有する物質

と定義されています。現在、ダイオキシン類、ポ

リ塩化ビフェニル（PCB）、過去に農薬として使用

された DDT、ディルドリンやヘプタクロル類など

が対象となっています。2004 年に発効した残留性

有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs

条約）の下、国際的に協調してこれらの物質の廃絶、

排出削減などが進められています。

　近年、国内産のウリ科作物（キュウリとカボチャ）

からディルドリンとヘプタクロル類が食品衛生法

に定められた残留基準値を上回る濃度で検出され

ました。これは、「食の安全」を揺るがす問題であり、

産地では出荷の自粛、広範な土壌・作物検査等の

緊急対応が行われました。一方、我々研究者には

汚染されたウリ科作物の産出や流通を未然に防ぐ

ため、栽培前の土壌中の濃度から収穫後の農作物

中の濃度を推定する手法（土壌診断）、および、そ

れに基づく栽培適否の判断手法の開発が求められ

ていました。

土壌中濃度と農作物への移行の関係

　土壌中のディルドリンとヘプタクロル類は、土

壌構成成分のうち腐植等の有機成分に吸着して存

在しており、有機成分の少ない砂質未熟土のよう

な土壌への吸着は弱く、有機成分の多い黒ボク土

への吸着は強いとされています。仮に、砂質未熟

土と黒ボク土に残留しているディルドリン濃度が

同じであった場合には、土壌中の水分（土壌溶液）

への溶出は砂質未熟土では多く、黒ボク土では少

なくなります。農作物は、土壌に残留している

POPs や農薬のうち土壌溶液へ溶出した成分を吸収

するため、砂質未熟土のような有機成分が少ない

土壌のほうが農作物へ移行しやすいとされていま

す。

　これらの現象を土壌診断の視点から見た場合、

栽培前の土壌に含まれる対象化合物の全量を抽出

して得た値を用いて収穫後の農作物中の残留濃度

を推定すると、過大評価する可能性があることを

示しています。したがって、農作物における可吸

性を表現できる土壌の抽出法が必要になります。

土壌診断法の確立

　土壌診断法を普及させるには、コストの観点か

ら既存の施設、汎用機器で対応できることが必要

条件となります。特殊な資材や機器を必要としな

い、かつ、農作物における可吸性を表現できる土

壌の抽出溶剤を検討した結果、50%メタノール・水

（v/v）を選定しました（図 1）。この溶媒を用いる

清家 伸康
有害化学物質研究領域　有機化学物質ユニット

収穫後の農作物中POPs濃度を推定する
栽培前の土壌を測って

リスクって何？安全って何？
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②

抗原に対する抗体の選択的反応性を利用した
分析法で、ガスクロマトグラフや液体クロマ
トグラフ等の高価な機器を必要としません。
また、精製・単離の操作を省略できるため、

迅速に検査できる利点も
あります。

溶液の吸光度で、目的の化合物の
濃度を検定できる。

ELISA 法とは？

図３　かぼちゃ作付け前の土壌診断 ( 管理フロー )　
土壌中の可吸性ヘプタクロル類＊濃度に応じた対応方法を示します。
＊50%メタノール・水 (v/v) で抽出

図２　圃場における土壌中のヘプタクロル類濃度＊の分布
　　　　　　＊50%メタノール・水 (v/v) で抽出　
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と土壌種およびディルドリン等POPs 濃度が異なっ

ても、栽培前の株元土壌中濃度から収穫後のウリ

科作物中濃度を推定することが可能となりました。

また、50% メタノール・水（v/v）は土壌からの抽

出力が強いわけではないため、ディルドリン等

POPs を分析する際に妨害物質となりえる土壌の有

機成分の抽出量が少なくなりました。結果的に、

通常のディルドリン等POPs 分析で必須のグラファ

イトカーボン等による精製工程が不要であること

が分かり、分析時間の短縮も図ることができまし

た。

栽培適否の判断手法

　次に問題となったのは、図 2 に示すような圃場

内の土壌中濃度の不均一性です。これは、薬剤の

局所的な散布といった散布方法と、トラクターな

どを用いた耕うん時の土壌の移動に起因している

と考えられます。この問題を解決するために、農

作物の株元土壌をすべて採取して、1 つ 1 つの分

析値を出すことは、時間やコストの面から非現実

的です。そこで、実際の 6 圃場内の土壌中濃度分

布を解析し、6,000 圃場分の様々な土壌中濃度分布

を仮想的に作成して、統計学に基づいて栽培適否

の判断が可能なガイドラインを北海道立総合研究

機構等とともに作成しました（図 3）。本ガイドラ

インは、土壌採取方法、分析方法、管理フローに

より構成され、50% メタノール・水（v/v）で抽出

した土壌中濃度に応じた対応方法が記載されてい

ます。なお、このガイドラインはウェブサイトか

らダウンロード できます。（URL：https: //www.

hro.or.jp/list/agricultural/center/pdf/heptac

hlor.html）　

農薬への応用

　現在使用されている農薬についても、土壌残留

が問題となる場合があります。そこで、ディルド

リンとヘプタクロル類のような POPs の場合と同

様に農作物の可吸性を表現できる土壌の抽出溶剤

を検討しました。その結果、メタノール等の有機

溶媒ではなく、水、もしくは 0.01M 塩化カルシウ

ム水溶液で農作物の可吸性を表現できることが分

かりました。この溶剤の場合、50% メタノール・

水（v/v）よりも分析上の妨害となりえる土壌の有

機成分の抽出量を低減できることから、多検体を

同時に検出できる酵素免疫測定（ELISA）法※1 の

適用可能性を検討しました。その結果、土壌の抽

出液の希釈操作のみで簡易・迅速に ELISA 法によ

り作物可給性の農薬を検出できることが分かりま

した。現在、本法を適用できる農薬種の拡大等を

検討しており、土壌診断法としての進化が期待さ

れます。

図 1　種の感受性分布の概念図

この例では、6 種の生物を農薬によって影響を受けやすい順番に並べ（図
上段）、それぞれの種の毒性値に従って対数正規分布曲線（図下段の曲線）
に適合させています。この曲線は、農薬の濃度（の対数値）が上昇する
につれて、影響を受ける種の割合が高くなっていくという関係を示して
います。（注：この図はあくまで概念的な説明であり、生物種に対する感
受性の順序は農薬の種類によって異なることが知られています）

農薬が河川生態系に与える影響を調べる

　農薬は安定した食物生産に欠かせない資材です

が、農地の外に流出した場合には防除の対象外で

ある生物に悪影響を与える心配があります。特に

日本の農業は水田を中心としているため、そこで

使用された農薬は水田排水を通じて河川に流出し

やすいという特徴を持っています。農薬の適切な

管理のためには、化学物質の毒性値（有害性）と

環境中濃度（曝露量）を比較してリスクの有無を

判断したり、リスクの大きさを指標化して定量的

に表現したりする生態リスク評価が必要になりま

す。

　現在、農薬の生態リスクを評価する一般的な手

法としては、農地から流出した農薬の河川等の環

境中濃度と、藻類、ミジンコ、魚類等の指標生物

種に対する毒性値を比較します。この手法は、現

行の農薬取締法に基づく「水産動植物の被害防止

に係る農薬登録保留基準」という制度で活用され

ています。ここでの毒性値は、それぞれの生物種

を実験室内で単独で飼育し、そこに化学物質をさ

まざまな濃度で加え、生死や増殖等への影響を調

べる試験によってもとめられます。しかし、農薬は、

病害虫や雑草など特定の生物に対して毒性が高く、

人間など対象外の生物に対して毒性が低くなるよ

うに作られています。そのため、農薬による影響

は生物種によって極端に異なり、限られた特定の

指標生物種に対する毒性を調べるだけでは農薬の

生態系に対する影響の実態把握は不十分と考えら

れています。

種の感受性分布（SSD）を使った新しい評価法

　ところが、水環境中に生息するすべての種に対

する毒性試験を行って、毒性値を得ることは現実

的には不可能です。一方で、自然現象の中に現れ

るバラツキは釣鐘型をした正規分布に近似できる

ものが多く、多数の生物種の毒性値の対数値も正

規分布に近似できることが経験的に知られていま

す。これを、図１のような累積確率分布として表

現したものが種の感受性分布（species sensitivity 

distribution, SSD）と呼ばれています。その活用に

は、環境中の農薬の濃度から「影響を受ける種の

割合」を計算してこれをリスク指標とする方法と、

95％の種を保護する濃度（すなわち 5% の種が影響

を受ける濃度、 5% Hazard Concentration, HC5）

を推定して、リスク管理のための目標濃度を決め

る方法の二通りがあります。

　SSD は欧米等諸外国では生態リスク評価への活

用が従来から進んでいますが、日本国内では研究

者の間でもあまり知られていませんでした。この

解析手法を詳しく解説した日本語の文献がほとん

どないことがその大きな理由ではないかと考えら

れました。そこで、日本における農薬の水圏生態

リスク評価にこの手法を適用するための技術的な

永井 孝志
生物多様性研究領域　化学物質影響評価ユニット

種の感受性分布解析
農薬の生態リスク評価のために

栽培前の土壌を測って収穫後の農作物中 POPs 濃度を推定する

※1


